
令 和 元 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 施 設 の 利 用 料 金 が 変 更 に な り ま す 。

現　　行 １０月１日から（改定後）

中　学　生　以　下 高　校　生　以　上

1人1時間につき　　154 円 1人1時間につき　　267 円

区　　　　分

カヌー、ヨット、ローボート

区　　　　分 中　学　生　以　下 高　校　生　以　上

カヌー、ヨット、ローボート 1人1時間につき　　157 円 1人1時間につき　　272 円


